
所管部局
環境
生活部

所管課

施策名
施策

コード

政策体系
(中項目)

政策体系
コード

事務事業数

9

特定分野別
計画

SDGs 総合判定

予算額
（千円） Ｒ５ Ｒ４ Ｒ３

施策目標

現状と
課題

前年度二次
評価意見

対応状況

<主な取組>

今年度の
取組

実績と
成果

参考HP① 第３次北海道消費生活基本計画 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/thirdkeikaku.html

参考HP②

参考HP③

（消費者施策の推進）
・国の交付金を活用し、道立消費生活センターに消費生活相談員資格を有する消費生活相談員を配置し、電
話、面談及び電子メール等により苦情相談に対処する。

・関係法令等の適切な運用により、食品の適正表示や公正な消費者取引を確保する。

・若年者の消費者被害の防止・救済のため、各学校において消費生活に関わる内容について指導の充実を図
るとともに、自立した消費者を育成するため、市町村等が開催するイベント等と連携して、消費生活に必要
な知識の普及や最新情報の提供などを行う。

（消費者施策の推進）
・道立消費生活センターに配置している消費生活相談員（有資格者）により、消費者の苦情相談等に適切に
対応し、被害の防止・救済に取り組んだ。（道立消費生活センターの相談件数：R2:8,837件、R3:8,791件、
R4:8,607件）

・特定商取引法及び北海道消費生活条例に基づく行政措置（R2:35件、R3:35件、R4:28件）、食品表示法に基
づく行政措置（R2:77件、R3:38件、R4:58件）及び景品表示法に基づく行政措置（R2:9件、R3:7件、R4:7件）
など、公正な消費者取引の確保に取り組んだ。

・学校訪問講座（R2:41回1,571人、R3:51回2,208人、R4:48回2,130人）、地域における消費者教育（R2:11回
292人、R3:8回248人、R4:19回477人）を行い、若年層の消費者被害の未然防止と、自立した消費者の育成に
取り組んだ。

382,449千円 382,325千円 394,350千円

消費者被害の発生や拡大を防止するため、地域消費者被害防止ネットワークによる取組を拡げ、効果的な消
費者教育を推進し、消費者からの苦情相談処理等を通じた被害の防止・救済、特定商取引法や食品表示法、
消費生活条例などに基づく指導等により、消費生活の安定と向上を図る。

（消費者施策の推進）
・食品の不適切表示や、販売方法の悪質化などによる様々な消費者被害があとを絶たないことから、普及啓
発活動や消費生活に関する教育機会の充実を図り、苦情相談体制の維持強化による被害の防止・救済、関係
法令等に基づき食品の適正表示や公正な消費者取引を確保する必要がある。

第３次北海道消費生活基本計画

順調

令和５年度　基本評価調書 消費者安全課

消費生活の安定と向上の推進 0307

道民生活の安全の確保と安心の向上 1(5)A

関連重点
戦略計画等

知事公約　北海道創生総合戦略

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/thirdkeikaku.html


<指標分析>　⇒成果指標は、原則、取組項目ごとに１つ以上、全体で５つ以下とする

増加 組織 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定

目標値 64 66 68 74

実績値 70 70 70

指標公表時期

R3年度 R4年度 R5年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定

目標値

実績値

指標公表時期

R3年度 R4年度 R5年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定

目標値

実績値

指標公表時期

R3年度 R4年度 R5年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定

目標値

実績値

指標公表時期

R3年度 R4年度 R5年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定

目標値

実績値

指標公表時期

設定理由

設定理由

出典（根拠計画等）

分析（主な取組と成果）

指標名⑤

－ －

設定理由

設定理由

出典（根拠計画等）

分析（主な取組と成果）

指標名③

分析（主な取組と成果）

出典（根拠計画等）

分析（主な取組と成果）

指標名④

－ －

－ －

ネットワーク未設置の市町村等に働きかけや、セミナーを開催するなど新規設立に向けた取組を行っており、最新年度の
目標値は達成している。

指標名②

－ －

毎年調査・３月公表 出典（根拠計画等） 環境生活部調べ

分析（主な取組と成果）

設定理由
高齢者等の消費者被害の未然防止や早期発見に向けた地域における見守り人材の育成に関する取組の成果を
測る指標として設定

出典（根拠計画等）

消費者被害防止ネットワーク組織
数

102.9% Ａ

令和5年度 基本評価調書

指標名①

【1(5)A_0307】消費生活の安定と向上の推進



令和5年度 基本評価調書 【1(5)A_0307】消費生活の安定と向上の推進

<取組分析（連携状況、緊急性・優先性）>

<取組分析（その他の統計数値等）>

b

（課題）
消費者取引の方法などが多様化、複雑化したため、事業者が消費者の知識や経験不足につけ込む様々な悪質商法が発生し
ていることから、消費者被害の発生や拡大の防止に資するため、若年者のうちから自立した消費者を育成し、消費者被害
に係る情報を提供する必要がある。

（課題）

（課題）

統計数値等③ 過年度① 過年度② 最新年度

分析等

（分析等）

分析等

（分析等）

分析等

（分析等）
小中高大学校等において前年と同程度、学校訪問講座を開催（参加数：R3:2,208人、R4:2,130人）してお
り、若年者の消費者被害の未然防止が見込まれる。

統計数値等② 過年度① 過年度② 最新年度

統計数値等① 過年度① 過年度② 最新年度

学校訪問講座の開催 41回（R2） 51回（R3） 48回（R4）

連携状況

（課題）
消費者問題は多様化、複雑化していることから、関係機関・団体が連携して、消費者に対し、消費生活に関する情報
の提供及び消費者教育・啓発活動等を推進する必要がある。

（取組）
北海道消費者被害防止ネットワークにおいて、定例会議を開催して関係団体等と取組報告や意見交換を行った他、
ネットワークニュースを発行（年6回）して注意喚起を行うなど、消費者被害の防止に向けた連携体制の構築を図ること
ができた。

緊急性
優先性

（課題）
地域の相談体制について、国の交付金を活用し、市町村が行う相談体制の整備に支援を行ってきたところ。国におい
ては、市町村の相談体制の整備に対する財政支援を最長で令和９年度までとしているが、担い手の確保等に課題が
あることや、社会情勢の変化により新たに生じる消費者問題への対応が求められることなどから、継続的な支援が必
要である。

（取組）
全国知事会を通じ、国に財政支援の継続について要望した（R5年7月）。

□ 成果指標で課題への対応を説明済



令和5年度 基本評価調書 【1(5)A_0307】消費生活の安定と向上の推進

<総合判定>

○

○

ｂ

※ 成果指標の指標判定が「Ｄ」の指標

対応方針番号

①

②

③

<二次政策評価>

二次政策
評価

 （　　　－　　　）

指 標 判 定
総 合
判 定

順調緊急性・優先性

その他の統計数値等

Ａ

連 携 状 況

翌年度に
向けた

対応方針

内容

社会情勢の変化等を背景に、消費者トラブルは多様化・複雑化しているため、相談体制の維持強
化を図り、消費者の苦情相談に適切に対応する。
また、消費者被害防止ネットワーク組織数について、最新年度の目標は達成しているが、近年、
新規設置が伸びていないため、未設置の市町村等に働きかけや、セミナーを開催するなど新規設
立に向けた取組を行う。

若年者は、判断力が十分でないため悪質商法の被害に遭いやすい傾向にあるが、令和４年４月の
成年年齢引下げにより、更に消費者被害の増加が懸念されることから、若年者を対象とした学校
訪問講座や消費者セミナーなどの取組を行う。



施策名 施策コード

うち
一般財源

本庁 出先
機関 人工計
対応
方針
番号

方向性

0701 一般 消費者行政推進事業費
国の「地方消費者行政強化交付金」を活用した市町村及び道が
実施する消費者行政推進事業に関する業務

消費者安全
課

0 216,002 0 1.1 1.6 2.7 237,170 ①
改善（取組分

析）

0702 一般 消費生活センター管理運営費
道立消費生活センターの管理運営に関する業務（指定管理者に
対する負担金等）

消費者安全
課

0 138,444 138,444 0.2 0.0 0.2 140,012 ②
改善（取組分

析）

0703 一般 公正取引推進費
食品表示法及び景品表示法等の法令に基づく事業者への立入
検査、指導、処分等に関する業務

消費者安全
課

0 318 318 2.5 1.7 4.2 33,246

0704 一般 金融広報事業費
金融に関する普及啓発や消費者教育に係る受託事業に関する業
務

消費者安全
課

0 1,006 0 0.1 0.0 0.1 1,790

0705 一般 物価、消費生活モニター運営費
消費生活条例に基づく、価格安定対策、消費生活モニターによる
商品の価格、需給動向調査等に関する業務

消費者安全
課

0 6,423 6,423 0.2 1.5 1.7 19,751

0706 一般 北海道消費者協会補助金
北海道消費者協会が実施する地域消費者運動リーダー養成講
座の開催等各種事業に対する補助に関する業務

消費者安全
課

0 12,702 12,702 0.2 0.0 0.2 14,270

0707 一般 貸金業指導事業費 貸金業法に基づく貸金業者の登録及び指導に関する業務
消費者安全
課

0 7,554 6,470 2.2 2.9 5.1 47,538

0708 事務
消費者安全法、北海道消費生活条例
等に関する事務

消費者安全法に関する国、市町村との連携、消費生活条例に基
づく消費生活基本計画の策定、消費生活審議会及び消費者苦情
処理委員会の開催、道立消費生活センターの管理・運営、消費
生活協同組合法に基づく調査・指導に関する事務等

消費者安全
課

0 0 0 4.5 0.9 5.4 42,336

0709 事務 特定商取引法等に関する事務
特定商取引法、食品表示法、景品表示法、消費生活条例、割賦
販売法に基づく事業者の指導・処分等、貸金業法等に基づく貸金
業者の登録に関する事務等

消費者安全
課

0 0 0 4.0 2.9 6.9 54,096

0 382,449 164,357 15.0 11.5 26.5

令和5年度　事務事業評価調書 消費生活の安定と向上の推進 0307

整理番号 重複施策 経費区分 事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

計

前年度からの
繰越事業費
（千円）

事業費
（千円）

執行体制
フル
コスト
（千円）

一次政策評価

二次政策評価意見


